
白馬村水道料金等の改定に関するパブリックコメント資料 

料金改定の理由について 

１ 施設の老朽化と耐震化 

 村内の水道管の総延長約２０３ｋｍのうち、３0％に相当する６１ｋｍが法定耐用年数である

40年を超えて使用されています。 

施設の耐震性に目を向けると、二股浄水場も 40年以上が経過し、浄水場や配水池といっ

た基幹施設の耐震診断において、「耐震性はない」という結果が出ています。 

基幹管路の耐震適合率は全国及び長野県の平均を上回っているものの、全管路の耐震化

率は 3割以下に留まっている状況です。 

白馬村水道事業では、古くなった管路を耐震管に順次更新することで管路の耐震化を進め

ていますが、計画的な管路更新により、耐震化に努めていく必要があります。 

 

 【図 1 過去の管路整備延長と老朽化】 

 

   

【図 2 水道施設の耐震化の状況（令和３年度末時点）】 
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  【配水管の漏水】                 【配水管の漏水修理工事】 

 

２ 今後の投資計画と費用 

白馬村の水道施設は、管路更新等の将来的投資を計画的に行い、施設の強靭化が必要な状

況です。建設から 40年以上経過し、耐震性がないと診断されている二股浄水場は、数年後

に二股浄水場再整備事業として施設の更新を控えていますが、人口減少による配水需要の減

少や管路更新による効率的な配水によって、施設のダウンサイジング等が可能なのか、判断が

迫られています。 

いずれにしても、施設の更新には多額の費用がかかります。一昨年度改定した「白馬村水道

事業ビジョン」の投資計画を精査したところ、今後 10年間で約４０億円の事業費がかかる見

通しで、このうち約 2６億円は二股浄水場再整備事業によるものです。 

 

【図 3 投資計画と事業費】 

 

 



３ 料金収入の減少 

水道事業は、料金収入を財源に経営する独立採算制で運営しており、安全な水を 24 時間

365 日、お届けするのが使命です。そのため、老朽化対策や耐震化など、多額の施設更新費

用がかかります。また近年は、燃料費高騰や施設・設備の修繕費の増加などで、経費も嵩む状

況となっています。 

一方、水道事業の収入の約 8 割を占める料金収入は、コロナ禍による減収から回復の兆し

を見せていますが、将来的には人口減少等の影響で料金収入は減少していく見通しです。ま

た、水道料金は、昭和５９年に改定を行って以来、消費税の導入・改定による値上げを除き、改

定されていません。 

必要な資金の捻出は、経営努力だけでは困難な状況で、今後も持続可能で健全な経営を行

ってくためには、新たな財源の確保が急務となっています。 

  

 【図 4  水道料金収入と給水人口の予測】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 白馬村水道事業の課題   

白馬村水道事業が直面している特に大きな問題点  
施設管路の老朽化 ➡ 故障・漏水 ➡ 計画的な更新工事 ➡ 更新財源の確保 

人口減少 ➡ 使用水量の減少 ➡ 料金収入の減少  ➡  料金の見直し 

 

 

 

 

収入面では、人口減少により料金 

収入は減少する見通しである一方、 

費用面では、多額の施設更新費用 

や修繕費用が増加の見通しである 

ことから、対策を講じないと、収支 

のバランスが崩れ、近い将来に経営 

状態が悪化することとなります。 

 

 

財政シミュレーションの結果 

    上記を勘案した財政シミュレーションによると、現行の料金水準のままでは、令和13年

度に赤字に転落、令和 15年度には現金資金が枯渇する見込みとなりました。 

 健全な財政状況を維持しつつ、老朽化する施設の更新を着実に実施するためには、経 

営基盤の強化がより一層求められており、適正な料金水準による給水収益の確保が必要

不可欠な状況です。 

                      【図 5  純損益の推計結果】 
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料金改定率の算定方法について 

水道料金は総括原価方式を用いて計算されます 

 総括原価方式とは、事業運営に必要な経費の総額を「総括原価」として算定し、総括原価に

見合った料金水準を定める方法となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



白馬村上下水道事業経営審議会の答申内容について 

１ 主な答申内容 

料金算定期間 令和６年度から令和１０年度の５年間 

改定率 平均改定率３０％の引き上げ 

料金体系 変更前：用途別 → 変更後：口径別 

基本水量制 変更前：５㎥まで → 変更後：廃止 

改定時期 令和７年１月１日とすることが適当 

 

２ 改定率（３０％の引き上げ）について 

水道料金は総括原価方式を用いて計算されます。総括原価方式とは、事業運営に必要な経

費の総額を「総括原価」として算定し、総括原価に見合った料金水準を定める方法です。 

上下水道課では、総括原価方式の料金算定期間を令和 6 年度から令和 10 年度の 5 年間

と設定し、今後 5 年間の財政シミュレーションを行いました。その結果、料金算定期間の総括

原価として必要となる経費は約１３億８千万円となりましたが、同期間の現行の料金収入は約

１０億６千万円と試算され、約３億２千万円の不足が生じることになります。この費用に対し不

足する収入を賄うために今回は３０％の改定とすることが適当との答申をいただきました。 
 

３ 口径別料金体系への移行 

 現行の水道料金は、基本料金と従量料金からなる二部制で、基本料金は用途別料金体系を

採用しています。用途別とは使用目的を料金設定の根拠として、家庭用、別荘用、業務用等に

料金を設定する方法ですが、近年はワークスタイルやライフスタイルの多様化により利用形態

が複雑化してきていることから、用途認定が困難になってきている等の課題があります。 

一方、口径別料金体系は、使用する口径の大きさといった明確な基準に基づいて料金設定

を行うことから、給水装置の能力に応じた費用負担と明確な料金設定の面から公平性が確保

されます。現在、全国的にも用途別料金体系から口径別料金体系への移行が進んでおり、より

公平な費用負担と明確な料金設定を実現するため、用途別から口径別に移行することが適当

との答申をいただきました。 

 



４ 基本水量制の廃止 

 基本水量制とは、基本料金に一定の使用水量を含める料金体系のことで、公衆衛生の向上

を目的に一定の以上の水を利用してもらうために、近代の水道創設期に導入されてきた経過

があります。白馬村の現在の料金表では基本水量として月５㎥を付与しており、月５㎥以下の

使用に対しては従量料金を賦課せず、定額の基本料金のみの負担していただくという料金設

定なっています。 

しかしながら、現在は水道普及率がほぼ 100％に達し、公衆衛生の向上の目的は達成され

たと考えられます。また、白馬村では、全体収入件数の約 15％を占める使用水量 5㎥以下の

使用者に対して、使用水量に応じた従量料金を課せていないという課題もあることから、基

本水量制を廃止したいと考えます。 

ただし、単身高齢者世帯や一般家庭の値上げについては、極力配慮するものとして、口径

13ｍｍから 25ｍｍまでの基本水量に当たる５㎥までの従量料金については、低額設定とし

ています。 

 

５ 料金の改定時期 

 料金の改定時期については、昨今の物価上昇が住民の生活に大きく影響を及ぼしているこ

とから、慎重な判断が求められますが、改定時期が遅くなるほど改定率が高くなることは避け

られません。 

  また、現行の水道料金が、昭和 59年 1月 1日の改定以降、実質 40年間以上据置とされ

てきたことから、適正な料金水準による給水収益の確保が急務な状況であり、料金改定時期

は令和 7年 1月 1日が適当であるという答申をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水道料金の新旧比較 

現在の水道料金表 （1 か月あたり、税抜き） 

用途 
基本料金（１ヶ月当たり） 従量料金 

使用水量 金額 使用水量 金額（1 ㎥当たり） 

一般用住宅 

営業及び兼用 

その他 

５㎥まで １，２００円 

６㎥～30 ㎥ １４０円 

31 ㎥～70 ㎥ １６０円 

71 ㎥以上 １７０円 

別荘用 ５㎥まで ２，２００円 

６㎥～30 ㎥ １４０円 

31 ㎥～70 ㎥ １６０円 

71 ㎥以上 １７０円 

  【メーター器使用料金】 

口径 月額 

13ｍｍ １００円 

20ｍｍ １８０円 

25ｍｍ ２１０円 

30ｍｍ ２８０円 

40ｍｍ ３６０円 

 

答申書の水道料金表           （1 か月あたり、税抜き） 

メーター 

口径 
基本料金 

従量料金（水量区分ごとの１㎥当たり単価） 

～５㎥ ６～30 ㎥ 31～70 ㎥ 71 ㎥～ 

13ｍｍ １，６７０円 

６５円 

１４０円 １６０円 １７０円 

20ｍｍ ２，１５０円 

25ｍｍ ３，３２０円 

30ｍｍ ６，３２０円 

１４０円 

40ｍｍ １０，４００円 

50ｍｍ １９，３００円 

75ｍｍ 

 
４２，９００円 



料金の算定方法 

 例：口径１３ｍｍで月１５㎥を使用した場合【１ヶ月当たり】 

 現行 基本料金１，２００円+メーター器使用料金１００円+従量料金１４０円×１０㎥ 

×１．１（消費税）＝２，９７０円 

 改定 基本料金１，６７０円+（従量料金６５円×５㎥）＋（従量料金１４０円×１０㎥） 

×１．１（消費税）＝３，７３０円 

一般家庭における新料金と現行料金の差額は下記のとおりです。 

水道料金【口径１３ｍｍ １ヶ月 税込】 

使用水量 現行料金 新料金 増額幅 

基本のみ １，４３０円 １，８３０円 ４００円 

10 ㎥ ２，２００円 ２，９６０円 ７６０円 

20 ㎥ ３，７４０円 ４，５００円 ７６０円 

30 ㎥ ５，２８０円 ６，０４０円 ７６０円 

40 ㎥ ７，０４０円 ７，８００円 ７６０円 

50 ㎥ ８，８００円 ９，５６０円 ７６０円 

水道料金【口径２０ｍｍ １ヶ月 税込】 

使用水量 現行料金 新料金 増額幅 

基本のみ １，５１０円 ２，３６０円 ８５０円 

10 ㎥ ２，２８０円 ３，４９０円 １，２１０円 

20 ㎥ ３，８２０円 ５，０３０円 １，２１０円 

30 ㎥ ５，３６０円 ６，５７０円 １，２１０円 

40 ㎥ ７，１２０円 ８，３３０円 １，２１０円 

50 ㎥ ８，８８０円 １０，０９０円 １，２１０円 

水道料金【口径２５ｍｍ １ヶ月 税込】 

使用水量 現行料金 新料金 増額幅 

基本のみ １，５５０円 ３，６５０円 ２，１００円 

10 ㎥ ２，３２０円 ４，７７０円 ２，４５０円 

20 ㎥ ３，８６０円 ６，３１０円 ２，４５０円 

30 ㎥ ５，４００円 ７，８５０円 ２，４５０円 

40 ㎥ ７，１６０円 ９，６１０円 ２，４５０円 

50 ㎥ ８，９２０円 １１，３７０円 ２，４５０円 



 


